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解約手付
手付・・・売買契約締結時に、契約の証拠として買主から売主に対して支払われる

＜性質＞
相手方が契約の履行に着手するまで、
買主 手付を放棄して
売主 手付金の倍額を償還して

理由なしに契約の解除ができる

＜効果＞
契約は、遡って消滅する
損害賠償請求の問題は生じない
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売主の担保責任
売主は、故意・過失がなくても、買主に対して責任を負う（無過失責任）
⇒ 買主は売主に損害賠償請求することができる
欠陥の程度によって、売買契約の解除もできる

担保責任について、当事者間で特約がなされた場合は、それが優先される
担保責任を負わない旨を定めた場合も、その特約は有効

＜主な売主の担保責任＞
1. 権利の全部が他人に属する場合（他人物売買）
2. 権利の一部が他人に属する場合
3. 数量を指示した売買で、その数量が不足している場合
4. 目的物に用益的権利による制限がある場合
5. 目的物の担保物件が実行されて買主が所有権を失った場合
6. 瑕疵担保責任
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売主の担保責任 ～１．権利の全部が他人に属する場合（他人物売買）

他人の物を目的とした売買契約も有効

買主が善意の場合
契約の解除と損害賠償請求ができる
権利の行使期間 制限はない

買主が悪意の場合
契約の解除のみできる
権利の行使期間 制限はない

※ 売主の債務不履行を理由にした損害賠償請求をすることができる
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売主の担保責任 ～２．権利の一部が他人に属する場合

買主が善意の場合
代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができる
権利の行使期間 事実を知った時から１年以内

※ 契約の解除
残存部分のみであれば買主が買わなかった場合に限って、できる

買主が悪意の場合
代金減額請求のみ
権利の行使期間 契約の時から１年以内

5



権利関係

売主の担保責任 ～３．数量指示売買における数量不足

買主が善意の場合
代金減額請求、損害賠償請求、契約解除ができる
権利の行使期間 事実を知った時から１年以内

※ 契約の解除
目的が達成できない場合に限る
不足が分かっていたら買わなかった場合など

買主が悪意の場合
担保責任の追及はできない
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売主の担保責任 ～４．目的物に用益的権利による制限がある場合

買主が善意の場合
損害賠償請求、契約解除ができる
権利の行使期間 事実を知った時から１年以内

※ 契約の解除
目的が達成できない場合に限る

買主が悪意の場合
担保責任の追及はできない
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売主の担保責任 ～５．担保物権実行により買主が所有権を失った場合

抵当権が設定・登記された不動産でも売買はできる

買主の善意・悪意問わない
損害賠償請求、契約解除ができる
権利の行使期間 制限はない
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売主の担保責任 ～６．瑕疵担保責任

売買契約時には気付かなかった隠れた瑕疵があった場合の売主の担保責任

買主が善意無過失の場合
損害賠償請求、契約解除（目的が達成できない場合）ができる
権利の行使期間 事実を知った時から１年以内
損害賠償請求権は、引渡しを受けたときから10年で時効によって消滅

売主の故意・過失・・・不要（無過失責任）

ｃ.ｆ.宅建業法～8種制限 この民法の規定より、買主に不利な特約は無効
（ただし物件の引き渡しから2年以上とする特約
は有効）

買主が悪意の場合
担保責任の追及はできない
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担保責任についての特約
民法上のルールでは・・・
～当事者の特約が優先

・・・「担保責任を負わない旨の特約」 ⇒ 有効

ただし、売主が瑕疵の存在を知っていながら買主に告げなかったときは、
瑕疵担保責任を負わない特約をしていても、売主は責任を逃れられない。
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宅建資格試験を受験されるあなたは、
必ず「短期宅建合格マニュアル」を入手してください。

マニュアルはこちらのホームページから無料でダウンロードできます
http://akazawa-kantei.com/

なお、本編のパワーポイントの資料は、
日建学院の「一発合格！どこでも学ぶ宅建基本テキスト2019年版」を

参照して作成しています。


